
「（仮称）恵庭市人とまちを育む読書条例」素案の考え方 
 

条例の名称  ・目的をより的確に反映 ・わかりやすくシンプル 

 

目 的 

 

・読書活動についての考え方 
・市民、学校、市等が一体となった人とまちを育む 
読書活動の推進 

・市民、学校、市等の基本となる
取組の明確化 
・読書活動を通し、思いやりあふ
れ活力あるやさしいまちづくり 
の推進 

定 義 

必要な用 

語の定義 

・市民 
・学校 
・読書活動 

市民の 

取組み 

家庭の 

取組み 

学校の 

取組み 

市の 

取組み 

基本理念 

人とまちを育む読書推進月間 

世代を超えたコミュニティづくり、まちづくりにつながる事業の実施 

実現に向けて 

一体となって読書活動を推進 

地域の 

取組み 

  ・市の特性  ・目指す姿  ・制定理由 前 文 


